
 

（様式１－３） 

名取市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２６年３月時点 

NO. 6 事業名 下増田地区災害公営住宅整備事業 事業番号 D-4-1 

交付団体 名取市 事業実施主体（直接/間接） 名取市（直接） 

総交付対象事業費 3,138,972（千円） 全体事業費 3,138,972（千円） 

事業概要 

 

家屋が全壊･流失し、住宅再建が困難な被災市民の支援のため、下増田地区に災害公営住宅を整備し、住

居の確保を図る。 

 

 

《名取市震災復興計画：Ｐ３１》 

施策の方向：恒久的な住宅への移行支援の中で、災害公営住宅の整備を位置づけている。 

 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞ 

用地取得及び調査設計 869,000 千円 

＜平成 25 年度＞ 

造成･建築工事 1,170,000 千円 

＜平成 26 年度＞ 

造成･建築工事 1,030,000 千円 

設計、造成･建築工事 69,972 千円【今回申請分】 

※事業の繰越し等により、H26.4 月に行われる消費税率の見直しに伴う増額分を計上する。 

 

東日本大震災の被害との関係 

津波により家屋が全壊・流出した被災市民に災害公営住宅を整備し、住居の確保を図る。 

 

関連する災害復旧事業の概要 

 

 

 

 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（様式１－３） 

名取市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２６年３月時点 

NO. 7 事業名 災害公営住宅駐車場整備事業 事業番号 ◆D-4-1-1 

交付団体 名取市 事業実施主体（直接/間接） 名取市（直接） 

総交付対象事業費 41,142（千円） 全体事業費 41,142（千円）

事業概要 

 

家屋が全壊･流失し、住宅再建が困難な被災市民の支援の為、閖上地区及び下増田地区に災害公営住宅を

整備するが、災害公営住宅に必要な駐車場を整備する。 

 

 

 

《名取市震災復興計画：Ｐ３１》 

施策の方向：恒久的な住宅への移行支援の中で、災害公営住宅の整備を位置づけている。 

 

 

 

当面の事業概要 

 

＜平成 24 年度＞ 

測量設計費 5,000 千円  工事費 35,000 千円 

＜平成 26 年度＞ 

測量設計費 142 千円【今回申請分】 工事費 1,000【今回申請分】 

※事業の繰越しにより、H26.4 月に行われる消費税率の見直しに伴う増額分を計上する。 

 

東日本大震災の被害との関係 

津波により家屋が全壊・流出した被災市民に災害公営住宅駐車場を整備し、住居の確保を図る。 

 

関連する災害復旧事業の概要 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号 D-4-1 

事業名 災害公営住宅整備事業 

交付団体 名取市 

基幹事業との関連性 

災害公営住宅の整備と併せ、駐車場の整備により、被災入居者の安定的な居住が実現できる。 



 

（様式１－３） 

名取市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 
  平成２６年３月時点 

NO. 9 事業名 名取駅前復興市街地再開発事業 事業番号 D-16-1 

交付団体 名取市 事業実施主体（直接/間接） 名取市（直接） 

総交付対象事業費 384,803（千円） 全体事業費 2,298,355（千円）

事業概要 

 

名取市の中心市街地である増田地区においては、東日本大震災により住宅や店舗、事務所等、合わせて 884 戸と

非常に大きな被害を受け、その多くが解体撤去され、中心商店街の空洞化が加速している。このことから、名取市

全体の復興のシンボルとして、駅前地区において市街地再開発事業を進め、復興住宅や店舗等の供給を図るととも

に、防災まちづくり拠点施設や図書館、公民館、地域交流センターを整備するものである。 

 

《名取市震災復興計画：Ｐ３１》 

施策の方向：魅力ある市街地の形成の中で、中心市街地活性化事業の推進を位置づけている。 

 

当面の事業概要 

 

＜平成 24 年度＞ 

計画策定・設計費 375,600 千円 

＜平成 26 年度＞ 

計画策定・設計費  9,203 千円【今回申請分】 

※事業の繰越しにより、H26.4 月に行われる消費税率の見直しに伴う増額分を計上する。 

 

東日本大震災の被害との関係 

 

東日本大震災は、大津波による本市沿岸部の壊滅的な被害を与えただけでなく、本市の中心市街地である増田地

区においても非常に大きな被害をもたらし、特に、名取駅前では 146 戸もの住宅・店舗等が被災し、39 戸が解体す

るという厳しい状況にある。 

被害からの復興を図るためには、地区の現状が緊急車両の通行も困難な道路状況にあること、空地の確保による

安全性を確保する必要があること、建築物の不燃化による安全なまちづくりが必要なことなどの理由等により、面

整備が必要である。その面整備の手法としては、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るととも

に、不燃共同建築物の建築及び公共施設の整備による復興について、スピード感をもって進める必要があることか

ら市街地再開発事業を選択した。 

本事業を進めることにより、周辺地区における民間再開発を牽引し、よって面的な整備つなげていくために早急

な事業推進が必要である。 

市街地再開発事業によって生み出される保留床は、従前から子育てや環境、防災、健康等の各種講座・行事によ

り、地域の人々が集う場所として機能していた「公民館」、また、地域の文化・情報拠点としてだけでなくレクリエ

ーション機能を持つ「図書館」が、被災し使用が出来ない状況にあることから、保留床を取得・整備することによ

り、地域コミュニティの中心として機能させる計画であり、また、公共空地や備蓄倉庫、耐震性貯水槽等を整備す

ることにより、防災拠点施設として機能をも合わせもつものとする。 

結果として、壊滅的な被害にあった「閖上地区」「下増田地区」の被災者への安心・安全を提供するための避難所

としての機能も有することにつながるため、早急の事業整備の着手が必要なものである。 

 

関連する災害復旧事業の概要 

増田地区の家屋の被災状況 

・全壊 17 件 ・大規模半壊 12 件 ・半壊 50 件 ・一部破損 805 件  計 884 件 

※世帯数 2,907 世帯 被災率 30.40% 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 



 

（様式１－３） 

名取市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２６年３月時点 

NO. 10 事業名 (都市再生区画整理事業)被災市街地復興土地区画整理事業 事業番号 Ｄ-17-1 

交付団体 名取市 事業実施主体（直接/間接） 名取市（直接） 

総交付対象事業費 6,131,059（千円） 全体事業費 18,600,000（千円） 

事業概要 

 

閖上地区では震災後の津波被害によって壊滅的な被害を受けた。震災前の当地区では人口約 5,500 人が

住み、商業や水産加工業、また小中学校をはじめ各種公共施設など地区内に多様な都市機能が集積してお

り、子供からお年寄りまでが快適に住まうことのできるコンパクトで自律的な市街地を形成していた。ま

た、ゆりあげビーチや、海浜プール・サイクルスポーツセンター、ゆりあげ港朝市など地元はもとより、

仙台市からも海浜リゾート・レクリエーションの地として多くの交流人口を有した地域でもあった。この

ような閖上地区において歴史や文化を継承しつつ、次世代に持続していく町として再建を図るため被災市

街地復興土地区画整理事業を行い、市街地の健全な発展と防災性の向上を図る事を目指している。 

 

当初計画は人口 5,500 人、事業面積 120ha、総事業費 464 億円。住民意向を踏まえた平成 25 年２月見直

しでは、人口 3,000 人、事業面積 120ha、総事業費：252 億円に変更。さらに 25 年８月に、再度の住民意

向を踏まえた見直し。今回の申請はこれを踏まえたもので、人口 2,400 人、事業面積 57ha、総事業費 186

億円。 

しかし26年１月に、計画人口算定の基礎となる住民意向調査の誤集計が判明。再集計の結果、概算で2,150

人規模となった。直ちの計画変更を行うものではないが、市の行う土地売却の住民意向調査を踏まえなが

ら慎重に計画を進めていく方針。 

 

《名取市震災復興計画：Ｐ３３》 

施策の方向：復興を支え元気を育てる土地利用の推進の中で、閖上・下増田のまちの復興に向けた事業の推

進を位置づけている。特に、閖上と下増田のまち再生プロジェクトに位置づけしている。 

 

（事業間流用による経費の変更）（平成 26 年 1 月 28 日） 

実施設計費及び換地設計費を市街地復興効果促進事業で実施することとしたのに伴い、設計費が 15,886

千円（国費：11,915 千円）減額したため、D-23-3 閖上地区防災集団移転促進事業（計画策定費）へ 15,886

千円（国費：11,915 千円）を流用。これにより、交付対象事業費は 6,131,059 千円（国費：4,598,294 千

円）から 6,115,173 千円（国費：4,586,379 千円）に減額。 

 

当面の事業概要（流用後） 

 

＜平成 25 年度＞ 

・用地補償費（減価補償金、建物移転費）：508,114 千円 

＜平成 26 年度＞ 

・工事費（造成工）：4,190,678 千円 

・用地補償費（減価補償金、建物移転費）：1,416,381 千円 

＜平成 27 年度＞ 

・工事費（造成工、道路工、水路工）：5,573,330 千円 

・補償費（建物移転費）：1,876,670 千円 

＜平成 28 年度＞ 

・工事費（道路工、公園工）：2,849,755 千円                        

 

東日本大震災の被害との関係 

津波により壊滅的な被害を受けた閖上地区において、土地区画整理事業による都市基盤の再生を行い、ま

ちの復興を図る。 

関連する災害復旧事業の概要 

・閖上漁港復旧事業、海岸堤防整備事業、名取川堤防整備事業 

 

 



 

（様式１－３） 

名取市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２６年３月時点 

NO. 17 事業名 コミュニティＦＭ事業 事業番号 ◆D-20-1-2 

交付団体 名取市 事業実施主体（直接/間接） 名取市（直接） 

総交付対象事業費 50,714（千円） 全体事業費 50,714（千円） 

事業概要 

 

東日本大震災発災以来当市では、災害臨時放送局「災害ＦＭなとらじ」を開局し、災害情報や市政情報等の伝

達に取り組んできた。発災時の情報伝達手段として、非常に有用なラジオによる放送を強化し市民の安全と安心

を守っていくため、時限的な災害ＦＭからコミュニティＦＭに切り替えを図るべく、第１回復興交付金において、

放送資器材整備と放送を担う人材育成に係る経費として、25,000千円の配分を受け環境整備に取り組んできた。 

放送を担うＮＰＯ法人「エフエムなとり」が平成 24 年 8 月に設立され、市の公共施設の一画を改造した放送

局が同年 10 月に完成し、市の業務委託に基づく災害ＦＭ放送を現在も継続しているが、仮設住宅、みなし仮設

住宅（民間住宅の借上げ）、津波で被災し新たに住まいを求める方々の転居先となる住宅団地が分布している市

西部丘陵地域には、一部難聴不聴地域も含まれている。 

市西部丘陵地域においては、復興交付金事業とは別にインターネット等の環境整備も併せて進めているが、情

報弱者と言われる高齢者の方々は、機材の操作などの観点から防災情報伝達手段としては、ラジオが現実的な手

段である。 

以上の点から、中継局2局の整備を図り、簡易に情報収集を可能とするラジオ放送により市西部丘陵地域にお

いても、避難所、被災住民、仮設住宅などへの災害情報伝達手段を確保するものである。 

当面の事業概要 

 

＜平成 25 年度＞ 

（設計費 3,000 千円＋中継局設置工事費 9,500 千円）×2箇所 ＝ 25,000 千円  

＜平成 26 年度＞ 

設計費 171 千円＋中継局設置工事費 543 千円＝ 714 千円【今回申請分】 

※事業の繰越しにより、H26.4 月に行われる消費税率の見直しに伴う増額分を計上する。 

東日本大震災の被害との関係 

沿岸部地域に防災行政無線、海岸部の監視カメラ等を整備し有事に備えていたが、津波の前には有効に機能

しなかった。災害発生直後から住民が最初に欲するものは情報であり、市民への情報伝達能力が最も高いツー

ルとしてラジオの重要性が再認識されており、全市的かつ日常的なラジオ放送環境の構築が求められている。 

○東日本大震災後の市西部丘陵地域の住宅団地の居住人口の動向 

住宅団地名 Ｈ23 年 3 月末人口 Ｈ25 年８月末人口 増減 

愛の杜 １，１８２ １，８９７ ７１５ 

愛島台 １．３１８ １，７１５ ３９７ 

愛島の郷 ６２８ １，５６５ ９３７ 

相互台東 ４０８ ５５１ １４３ 

合計 ３，５３６ ５，７２８ ２，１９２ 

 ＊震災以降、沿岸部の閖上、下増田地区から市西部の住宅団地へ転居した方々が確実に多いのが実情である。 

関連する災害復旧事業の概要 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号 Ｄ-20-1 

事業名 津波ハザードマップ等整備事業（都市防災総合推進事業） 

交付団体 名取市 

基幹事業との関連性 

ハザードマップの作成をはじめ、県の津波避難ガイドラインを踏まえた避難計画等を進めていくが、こ

のような諸計画を有効に機能させていくためにも、ハード的な機能整備と併せ情報伝達のツールとしてラ

ジオ放送環境を整備し、発災事の情報伝達・誘導を円滑にしていく。 



 

（様式１－３） 

名取市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 
平成２６年３月時点 

NO. 19 事業名 都市防災総合推進事業 

（被災地における復興まちづくり総合支援事業） 

事業番号 D-20-3 

交付団体 名取市 事業実施主体（直接/間接） 名取市（直接） 

総交付対象事業費 29,438（千円） 全体事業費 1,242,683（千円）

事業概要 

 

東日本大震災により大きな被害を受けた増田地区において､早期復興を図るとともに､国道四号沿線の短冊状宅地

に老朽化した住宅が密集する市街地の防災性能の向上を図るため､防災まちづくり拠点施設や避難路､避難場所等の

整備を図るものである｡ 

 

《名取市震災復興計画：Ｐ３１》 

施策の方向：災害に強い都市空間の創造､生命を守る避難･救援のネットワーク形成の中で避難場所の確保等を位

置づけしている｡。 

 

当面の事業概要 

 

＜平成 24 年度＞ 

計画策定・設計費 28,800 千円 

＜平成 26 年度＞ 

計画策定・設計費  638 千円【今回申請分】 

※事業の繰越しにより、H26.4 月に行われる消費税率の見直しに伴う増額分を計上する。 

 

東日本大震災の被害との関係 

 

東日本大震災は、大津波による本市沿岸部の壊滅的な被害を与えただけでなく、本市の中心市街地である増田地

区においても非常に大きな被害をもたらし、特に、名取駅前では 146 戸もの住宅・店舗等が被災し、39 戸が解体す

るという厳しい状況にある。 

被害からの復興を図るためには、地区の現状が緊急車両の通行も困難な道路状況にあること、空地の確保による

安全性を確保する必要があること、建築物の不燃化による安全なまちづくりが必要なことなどの理由等により、面

整備が必要となる。面整備を進める手法としては、市街地再開発事業等との連携による都市防災総合推進事業（復

興まちづくり総合支援事業）を選択した。 

大規模な災害により被災した増田地区を災害に強いまち、安心・安全なまちへ再生するため、防災機能をもった

地域活力の復興のための拠点施設となる「復興まちづくり支援施設」の整備を進めるとともに、防災道路、防災広

場などの一体的な整備を行う。 

これら事業に合わせて、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新、不燃共同建築物の建築及び公共施

設の整備による復興を進めるため、名取駅前市街地再開発事業を推進するとともに周辺の民間再開発を促進し、閖

上地区及び下増田地区の被災者の受け皿づくり、コミュニティの再生、産業の復興を進めるもの。 

結果として、壊滅的な被害にあった「閖上地区」「下増田地区」の被災者への安心・安全を提供するための避難所

としての機能も有することにつながるため、早急の事業整備の着手が必要なものである。 

 

関連する災害復旧事業の概要 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 



 

（様式１－３） 

名取市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２６年３月時点 

NO. 25 事業名 下増田地区防災集団移転促進事業（計画策定費） 事業番号 D-23-1 

交付団体 名取市 事業実施主体（直接/間接） 名取市（直接） 

総交付対象事業費 102,392（千円） 全体事業費 102,392（千円） 

事業概要 

 

津波により壊滅的な被害を受けた下増田地区（北釜、広浦、杉ケ袋北、杉ケ袋南）において、防災集団

移転促進事業を行い、被災市民の居住地の確保を図る。※計画策定費 

・対 象 戸 数 N=193 戸 

・移転先面積 A= 6.3ha 

・移転先戸数 N=136 戸 

    

《名取市震災復興計画：Ｐ２５》 

閖上・下増田のまち再生プロジェクトにおいて、下増田地区の防災集団移転事業の促進が位置づけられ

ている。 

当面の事業概要 

 

＜平成 24 年度＞ 

・計画策定費：57,860 千円 

＜平成 25 年度＞ 

・計画策定費：43,000 千円 

＜平成 26 年度＞ 

・計画策定費：1,532 千円【今回申請分】 

※事業の繰越しにより、H26.4 月に行われる消費税率の見直しに伴う増額分を計上する。 

 

東日本大震災の被害との関係 

 津波により壊滅的な被害を受けた下増田地区（北釜、広浦、杉ケ袋北、杉ケ袋南）において津波からの

安全性の高い地域への防災集団移転を行う。 

関連する災害復旧事業の概要 

①宮城県 農地区画整理事業 

②宮城県 河川災害復旧事業  

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 



 

（様式１－３） 

名取市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２６年３月時点 

NO. 26 事業名 下増田地区防災集団移転促進事業（事業費） 事業番号 D-23-2 

交付団体 名取市 事業実施主体（直接/間接） 名取市（直接） 

総交付対象事業費 6,342,347（千円） 全体事業費 6,342,347（千円） 

事業概要 

 

津波により壊滅的な被害を受けた下増田地区（北釜、広浦、杉ケ袋北、杉ケ袋南）において、防災集団

移転促進事業を行い、被災市民の居住地の確保を図る。※事業費 

・対 象 戸 数 N=193 戸 

・移転先面積 A= 6.3ha 

・移転先戸数 N=136 戸 

    

《名取市震災復興計画：Ｐ２５》 

閖上・下増田のまち再生プロジェクトにおいて、下増田地区の防災集団移転事業の促進が位置づけられ

ている。 

当面の事業概要 

 

＜平成 24 年度＞ 

・測量設計費：190,000 千円、用地補償費：3,434,360 千円 

＜平成 25 年度＞ 

・用地補償費：1,126,782 千円、移転･住宅助成費：341,400 千円、工事費：1,225,480 千円 

＜平成 26 年度＞ 

・測量設計費：1,906 千円、補償費：12,905 千円、工事費：9,514 千円【今回申請分】 

※事業の繰越しにより、H26.4 月に行われる消費税率の見直しに伴う増額分を計上する。 

 

東日本大震災の被害との関係 

 津波により壊滅的な被害を受けた下増田地区（北釜、広浦、杉ケ袋北、杉ケ袋南）において津波からの

安全性の高い地域への防災集団移転を行う。 

関連する災害復旧事業の概要 

①宮城県 農地区画整理事業 

②宮城県 河川災害復旧事業  

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 



 

（様式１－３） 

名取市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２６年３月時点 

NO. 35 事業名 川内沢川線道路事業（市街地相互の接続道路） 事業番号 D-1-3 

交付団体 名取市 事業実施主体（直接/間接） 名取市（直接） 

総交付対象事業費 970,114（千円） 全体事業費 1,525,542（千円） 

事業概要 

 

本路線の整備で、杉ケ袋北・杉ケ袋南地区の営農者が十分な幅員を持った本路線を経由して美田園東線、

杉ケ袋増田線を通ることにより、市西部に避難できるようにすることで安全な避難を実施できる。 

車両渋滞により被害が拡大したことを教訓に、歩道を広く取り、歩行・自転車での避難啓発活動を行っ

ていく予定。また、この歩道は緊急車両の通行にも活用する。 

孤立した被災者を救助するためにも、早期に通行可能となる構造（高さ・幅員）に整備する。 

また、本路線は、多重防御施設としての道路整備に位置づけている路線である。 

本市の多重防御は、海岸堤防が１次防御、本路線を含めた嵩上げ道路が２次防御ラインと考え、先の震

災と同程度の津波が発生した場合でも、本道路西側においては浸水高２ｍ未満となる見込みである。なお、

２次防御ラインの東側は基本的に非居住区域とする計画である。 

本路線の西側には、下増田地区、杉ケ袋地区の集落地が存在し、それらを守るため、整備するものであ

る。 

L＝2,400ｍ 改良：W=2.0ｍ→W=11.5ｍ（片歩道 W=3.5ｍ） 

嵩上げ：現状から 2～3m（T.P.+5m まで） 

 

《名取市震災復興計画：Ｐ３３》 

施策の方向：生命を守る避難・救護のネットワーク形成の中で、安全な避難ルートの確保を位置づけて

おり、市西部の安全な市街地への避難路を整備することと併せ、孤立した被災者を早期に救助できる通行

可能な構造を持つ道路ネットワークを整備するもの。 

 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞ 

測量設計費：36,000 千円 

＜平成 25 年度＞ 

用地費：570,000 千円、補償費：30,000 千円、工事費（900m）：324,000 千円 

＜平成 26 年度＞ 

補償費 857 千円、工事費：9,257 千円【今回申請分】 

※事業の繰越しにより、H26.4 月に行われる消費税率の見直しに伴う増額分を計上する。 

工事費（900m）：333,257 千円 

＜平成 27 年度＞ 

工事費（600m）：222,171 千円 

東日本大震災の被害との関係 

今回の津波被害により多くの人命や財産等が失われたため、杉ケ袋南地区から安全な市街地へ避難道路

として整備する。 

関連する災害復旧事業の概要 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 



 

（様式１－３） 

名取市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２６年３月時点 

NO. 36 事業名 増田川線道路事業（市街地相互の接続道路） 事業番号 D-1-4 

交付団体 名取市 事業実施主体（直接/間接） 名取市（直接） 

総交付対象事業費 530,071（千円） 全体事業費 826,298（千円） 

事業概要 

 

本路線の整備で、小塚原の営農者や市民公園利用者が、十分な幅員を持った本路線を経由して小塚原中

央線、美田園東線を通ることにより、市西部に避難できるようにすることで安全な避難を実施できる。 

車両渋滞により被害が拡大したことを教訓に、歩道を広く取り、歩行・自転車での避難啓発活動を行っ

ていく予定。また、この歩道は緊急車両の通行にも活用する。 

また、本路線は、多重防御施設としての道路整備に位置づけている路線である。 

本市の多重防御は、海岸堤防が１次防御、本路線を含めた嵩上げ道路が２次防御ラインと考え、先の震

災と同程度の津波が発生した場合でも、本道路西側においては浸水高２ｍ未満となる見込みである。なお、

２次防御ラインの東側は基本的に非居住区域とする計画である。 

本路線の西側には、下増田、小塚原、牛野地区の集落地が存在し、それらを守るため整備する。 

L＝1,300ｍ 

新設：W=11.5ｍ（片歩道 W=3.5ｍ） 

嵩上げ：現状から 1～3m（T.P.+5m まで） 

 

《名取市震災復興計画：Ｐ３３》 

施策の方向：生命を守る避難・救護のネットワーク形成の中で、安全な避難ルートの確保を位置づけて

おり、津波被害を受けた閖上・小塚原南地区から安全な市街地への避難路として整備することと併せ、孤

立した被災者を早期に救助できる通行可能な構造を持つ道路ネットワークを整備するもの。 
 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞ 

測量設計費：19,500 千円 

＜平成 25 年度＞ 

用地費：310,000 千円、補償費：15,000 千円、工事費（500m）：180,000 千円 

＜平成 26 年度＞ 

工事費：補償費 428 千円、5,143 千円【今回申請分】 

※事業の繰越しにより、H26.4 月に行われる消費税率の見直しに伴う増額分を計上する。 

 工事費（500m）：185,142 千円 

＜平成 27 年度＞ 

工事費（300m）：111,085 千円 

東日本大震災の被害との関係 

今回の津波被害により多くの人命や財産等が失われたため、閖上地区・小塚原南地区から市西部への避

難路を整備する。また、今回の津波で約９６０名を超える犠牲者が出たが、その鎮魂施設も兼ね整備する

市民墓地公園からの避難道路としても活用を図る。 

関連する災害復旧事業の概要 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 



 

（様式１－３） 

名取市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２６年３月時点 

NO. 39 事業名 （仮称）閖上南北線整備事業（市街地相互の接続道路） 事業番号 D-1-7 

交付団体 名取市 事業実施主体（直接/間接） 名取市（直接） 

総交付対象事業費 600,214（千円） 全体事業費 975,642（千円） 

事業概要 

 

本路線は、閖上地区の住民や小塚原地区の営農者が本路線を経由し、市道小塚原中央線を通って内陸部

へ避難する計画に基づき整備する。避難する者が集中したため、避難が遅れ津波により甚大な被害が発生

した教訓から、今後、車だけでなく自転車や徒歩で避難するような避難啓発活動を行うために、片側に歩

道を整備する。そのため、幅員を 11.5ｍとする。 

また、本路線は、多重防御施設としての道路整備に位置づけている路線である。 

本路線西側には、小塚原・牛野地区の集落地が存在し、それらを守るため、整備するものである。 

本市の多重防御は、海岸堤防を１次防御、本路線を含めた嵩上げ道路を２次防御ラインと考え、先の震

災と同程度の津波が発生した場合でも、本道路西側においては浸水高２ｍ未満となる見込みである。なお、

２次防御ラインの東側は基本的に非居住区域とする計画である。 

・L=1,500m 

・改 良：W=3.8ｍ→W=11.5ｍ（片歩道 W=3.5m） 

・嵩上げ：現状から 3～4m（T.P.＋5.0m まで） 

 

《名取市震災復興計画：Ｐ３３》 

施策の方向：生命を守る避難・救護のネットワーク形成の中で、安全な避難ルートの確保を位置づけて

おり、津波被害を受けた閖上地区から安全な市街地への避難路を整備する。 

 

当面の事業概要 

＜平成 25 年度＞ 

測量・実施設計：90,000 千円 

＜平成 26 年度＞ 

用地費：322,500 千円、工事費（500m）：182,500 千円 

工事費：5,214 千円【今回申請分】※H26.4 月に行われる消費税率の見直しに伴う増額分を計上する。 

＜平成 27 年度以降＞ 

工事費（1,000m）：375,428 千円 

東日本大震災の被害との関係 

東日本大震災では、西側方面へ向かう道路が渋滞し行き場を失った方々の尊い命が多数失われた。この

ため、避難が円滑に行えるように、避難路の整備を図り、有事に備える。 

関連する災害復旧事業の概要 

①国土交通省 被災市街地復興土地区画整理事業  

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 



 

（様式１－３） 

名取市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２６年３月時点 

NO. 45 事業名 飯塚開発線道路事業（市街地相互の接続道路） 事業番号 D-1-9 

交付団体 名取市 事業実施主体（直接/間接） 名取市（直接） 

総交付対象事業費 25,428（千円） 全体事業費 25,428（千円） 

事業概要 

 

本路線は、鉄鋼会社、資材リース会社、廃油精製会社など、多様な事業所が多く集積する下増田広浦地

区と美田園地区を結ぶ路線である。同地区には、震災前は１５の事業所が立地し約３５０人の従業員をは

じめ、軟弱野菜の生産拠点として、下増田広浦地区の農家の方々が農業を展開するなど、産業エリアとし

て一定の昼間人口がいた。 

下増田広浦地区は防災集団移転の対象地区となり居住人口は今後見込めないものの、新たな土地利用転

換を図り活発な産業経済活動などが行われることが本市の復興につながるものと考え、同周辺の土地利用

の在り方について調査研究を進めていく計画である。このような点から、広浦地区に集積する事業所が、

引き続き安定的に事業継続することが雇用安定等の面から市の復興には必要不可欠と考え、有事の場合の

連続した避難道路として周辺の土地利用を勘案し、本路線を整備していくものである。 

今回の整備では、円滑な避難を誘導すべく、沿道事業所の従業員など歩行者避難路の連続性に配慮し、

一部歩道未設置区間 250m の歩道設置（片歩道 W=3.0m）を行うものである。 

なお、広浦地区の事業者等には、飯塚開発線及び周辺に整備予定の防災避難施設等を活用した避難計画

など啓発活動等を合わせて実施していく計画である。 

 

《名取市震災復興計画：Ｐ３３》 

施策の方向：生命を守る避難・救護のネットワーク形成の中で、安全な避難ルートの確保を位置づけて

おり、津波被害を受けた北釜・広浦地区から安全な市街地への避難路を整備する。 
 

当面の事業概要 

 

＜平成 24 年度＞ 

測量設計費：2,500 千円 

＜平成 25 年度＞ 

用地費：7,500 千円、工事費（250m）：15,000 千円 

＜平成 26 年度＞ 

工事費：428 千円【今回申請分】 

※事業の繰越しにより、H26.4 月に行われる消費税率の見直しに伴う増額分を計上する。 

 

東日本大震災の被害との関係 

下増田広浦地区は、今回の津波被害により多くの人命や財産等が失われ、全ての住宅が全壊、広浦地区

の 15 事業所も全て全壊あるいは大規模半壊の被害を受けた。 

関連する災害復旧事業の概要 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 

 



 

（様式１－３） 

名取市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２６年３月時点 

NO. 46 事業名 北釜線道路事業（市街地相互の接続道路） 事業番号 D-1-10 

交付団体 名取市 事業実施主体（直接/間接） 名取市（直接） 

総交付対象事業費 1,021,142（千円） 全体事業費 1,576,569（千円） 

事業概要 

 

本路線の整備で、北釜地区の営農者等が十分な幅員を持った本路線を経由して川内沢川線を通ることに

より、市西部への安全な避難が実施できる。孤立した被災者を救助するためにも、早期に通行可能となる

構造（高さ・幅員）に整備する。 

また、本路線は、多重防御施設としての道路整備に位置づけている路線である。 

本市の多重防御は、海岸堤防が１次防御、本路線を含めた嵩上げ道路が２次防御ラインと考え、先の震

災と同程度の津波が発生した場合でも、本道路西側においては浸水高２ｍ未満となる見込みである。なお、

２次防御ラインの東側は基本的に非居住区域とする計画である。 

本路線の西側には、杉ケ袋地区の集落、岩沼市の臨空工業団地が存在し、それらを守るため整備するも

のである。 

L＝2,500ｍ、改良：W=8.6ｍ→W=11.5ｍ（片歩道 W=3.5m）  

嵩上げ：現状から 3.0m 程度（T.P.+5.0m まで） 

車両渋滞により被害が拡大したことを教訓に、歩道を広く取り、歩行・自転車での避難啓発活動を行っ

ていく予定。また、この歩道は緊急車両の通行にも活用する。 

 

《名取市震災復興計画：Ｐ３３》 

施策の方向：生命を守る避難・救護のネットワーク形成の中で、安全な避難ルートの確保を位置づけて

おり、市西部の安全な市街地への避難路を整備することと併せ、孤立した被災者を早期に救助できる通行

可能な構造を持つ道路ネットワークを整備するもの。 
 

当面の事業概要 

 

＜平成 24 年度＞ 

測量設計費：25,000 千円 

＜平成 25 年度＞ 

用地費：595,000 千円、補償費：30,000 千円、工事費（1,000m）：360,000 千円 

＜平成 26 年度＞ 

補償費：857 千円、工事費：10,285 千円【今回申請分】 

※事業の繰越しにより、H26.4 月に行われる消費税率の見直しに伴う増額分を計上する。 

工事費（1,000m）：370,285 千円 

＜平成 27 年度＞ 

工事費（500m）：185,142 千円 

東日本大震災の被害との関係 

今回の津波被害により多くの人命や財産等が失われたため、杉ケ袋南地区の被害軽減や北釜地区から市

西部への避難路を整備する。 

関連する災害復旧事業の概要 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 



 

（様式１－３） 

名取市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 
平成２６年３月時点 

NO. 50 事業名 名取駅西口自転車等駐車場整備事業 事業番号 ◆D-17-1-4 

交付団体 名取市 事業実施主体（直接/間接） 名取市（直接） 

総交付対象事業費 57,345（千円） 全体事業費 57,345（千円） 

事業概要 

本市の交通結節点であるＪＲ名取駅は、市のほぼ中央に位置し、駅の東西にある自転車等駐車場（以下「駐車場」

という。）で駅利用者の自転車を収容してきた経過がある。このような状況の中、今般の津波により、本市東部の閖

上・下増田地区の海浜部地域は「まち」が壊滅したため、市西部の仮設住宅、民間の借り上げ住宅に転居を余技な

くされ、また、宮城県農業高等学校も市西部の丘陵地に仮設校舎を建設し学校を再開したところである。これによ

り、市西部地区の通勤・通学人口が増加し、名取駅西口の駐車場は収容可能台数を超え、自転車の受け入れが困難

な状況となっているため、これらを解消すべく、名取駅西口の駐輪場敷地内で増設可能な約１００台分の増設工事

を行うものである。 

また、名取駅西口自転車等駐車場の利用者の増加については、市東部の海浜部に位置していた宮城県農業高等学

校（生徒数693名）が駅西側の高舘地区に移転復旧するため、同様の傾向が今後も見込まれる。 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞実施設計  8,000 千円  

＜平成 25 年度＞本工事費 47,975 千円  

＜平成 26 年度＞本工事費  1,370 千円【今回申請分】 

※事業の繰越しにより、H26.4 月に行われる消費税率の見直しに伴う増額分を計上する。 

東日本大震災の被害との関係 

○東日本大震災後の名取駅西口自転車等駐車場利用者の増加要因 

１ 名取駅西側エリアへの人口移動（名取駅東側の海浜部地域の方々が駅西側の仮設住宅へ居住）  

・箱塚桜団地（97 世帯 257 人）、箱塚屋敷団地（161 世帯 411 人）、愛島東部団地（156 世帯 409 人）、 

雇用促進住宅団地愛島宿舎（72 世帯 130 人） 

・その他市西部地区の民間賃貸住宅入居者あり 

《駅の西側地区に位置する仮設住宅の年齢構成別》  

年齢区分 該当者数 駅利用者推計 備 考 

15 歳～17 歳 27 名 22 名 名取市の通勤・通学状況は約 80％が市外 

18 歳～59 歳 494 名 395 名 通勤（大学）・通学者も仙台市等に約 80％が行っている状況 

 521 名 417 名  

《名取駅の西側地区に位置する民間の借り上げ住宅の年齢構成》 

年齢区分 該当者数 駅利用者推計 備 考 

15 歳～17 歳 25 名 20 名 名取市の通勤・通学状況は約 80％が市外 

18 歳～59 歳 425 名 340 名 通勤（大学）・通学者も仙台市等に約 80％が行っている状況 

 445 名 360 名  

※名取市飯野坂、大手町、小山、手倉田地区より抽出(自転車で駅まで移動圏内の地区) 

※年齢の計算は 2012/4/2 を基準日とした。 

２ 宮城県農業高等学校の移転（名取市下増田→名取市高舘に仮設校舎及び本格復旧） 

・生徒数 693 名（うち被災生徒数 173 名（24.96％））中、電車通学生徒数は全体の 50％程度   

《名取駅西口自転車等駐車場の現況及び収容可能台数》 

鉄骨造２階建て（建築面積 596 ㎡、延べ面積 1,168 ㎡）、自転車 1,002 台、原付 15 台 

関連する災害復旧事業の概要 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号 D-17-1 

事業名 （都市再生区画整理事業）被災市街地復興土地区画整理事業 

交付団体  市 

基幹事業との関連性 

 本事業の必要性は、閖上地区の土地区画整理事業や下増田地区の防災集団移転促進事業が事業の終了までに一定

期間を要し、当分の間、これらの地区への移転する予定の被災者が現状の仮住まいを余儀なくされること、及び県

立宮城農業高校の移転によるものである。しかしながら、県立宮城農業高校の移転は、災害復旧工事により実施さ

れるため、駐輪場増設事業に係る補助制度はない。いずれにせよ、収容台数の超過の要因は震災に起因しているこ

とから、要因の一つであり、対象者の多い土地区画整理事業の効果促進事業枠を活用し事業に取り組むものである。 



 

（様式１－３） 

名取市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２６年３月時点 

NO. 53 事業名 閖上地区防災集団移転促進事業（計画策定費） 事業番号 Ｄ-23-3 

交付団体 名取市 事業実施主体（直接/間接） 名取市（直接） 

総交付対象事業費 126,491（千円） 全体事業費 126,491（千円） 

事業概要 

津波により壊滅的な被害を受けた閖上地区において、防災集団移転事業を行い、被災市民の居住地の確

保を図る。 （対象戸数 N=1,463 戸，移転先団地 A=4.0ha、移転促進区域 A=38.6ha） 

 

※当初は、閖上地区全体で現地再建を目指すとの考えのもと、防災集団移転促進事業は計画していなかっ

た。しかしながら、住民意向調査の結果、現地再建の希望の住民が想定より少ないことを踏まえ、防災集

団移転促進事業を実施することとした。さらに、土地区画整理事業の当初計画では、現在の防災集団移転

促進事業の移転元も含めた地域を事業区域としていたが、住民意向再調査の結果、土地区画整理事業の規

模を縮小することとし、それに伴い、貞山運河西側の一部を防災集団移転促進事業の移転元に加えること

とした。 

 

《名取市震災復興計画：Ｐ３３》 

施策の方向：復興を支え元気を育てる土地利用の推進の中で、閖上・下増田のまちの復興に向けた事業

の推進を位置づけている。特に、閖上と下増田のまち再生プロジェクトに位置づけしている。 

（事業間流用による経費の変更）（平成 26 年 1 月 28 日） 

移転跡地に係る不動産鑑定業務を早期に実施する必要から測量設計費が増額したため、D-17-1 被災市街

地復興土地区画整理事業より 15,886千円（国費：11,915 千円）を流用。これにより、交付対象事業費は 126,491

千円（国費：94,867 千円）から 142,377 千円（国費：106,782 千円）に増額。 

当面の事業概要（流用後） 

＜平成 25 年度＞ 

・計画策定費（事業計画の策定、移転跡地不動産鑑定 個別面談 2回、協議会支援 等）:93,886 千円 

               （うち 15,886 千円 D-17-1 被災市街地復興土地区画整理事業から流用） 

＜平成 26 年度＞ 

・計画策定費：2,141 千円【今回申請分】 

 ※事業の繰越し等により H26.4 月に行われる消費税率の見直しに伴う増額分を計上する。 

・計画策定費（個別面談 2回、協議会支援 等）：46,350 千円【今回申請分】 

 

東日本大震災の被害との関係 

津波により壊滅的な被害を受けた閖上地区において、新しいまちづくり計画に合わせ災害危険地区の指定

を予定している貞山運河東側を中心とする地区(A=38.6ha)について防災集団移転促進事業を実施する。 

関連する災害復旧事業の概要 

・閖上漁港復旧事業 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 



 

（様式１－３） 

名取市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２６年３月時点 
NO. 54 事業名 防災公園整備事業（下増田地区（施設整備）） 事業番号 D-22-3 

交付団体 名取市 事業実施主体（直接/間接） 名取市（直接） 

総交付対象事業費 194,511（千円） 全体事業費 350,109（千円） 

事業概要 

 

名取市震災復興計画における津波防災対策の一つとして高台避難を位置付ており、復興交付金を活用して整

備する第２次防御ライン以東の下増田地区の海浜エリアに津波襲来時の避難が遅れた者の生命を守るため、一

時的避難が可能となる避難丘１基を有する防災公園の整備を第７回で交付申請を行った。 

今回、新たに仙台空港の東側に位置し海に至近な下増田北釜地区に防災公園の整備を行なうべく係る事業費

を申請するものである。 

下増田北釜地区は、防災集団移転促進事業により内陸側に再建を図る計画であるため、居住人口はゼロとな

るが、地域の鎮守の森ともいうべき下増田神社、北釜地区住民の先祖を祀る北釜観音寺をはじめ、空港従業員

の駐車場及び空港利用者の民間駐車場及び土砂運搬業等が現地復興を果たしており、常に人の往来がある状況

となっている。 

想定される避難者としては、前記の関係者のほか周辺農地での農業従事者が想定される。北釜地区は、メロ

ン、軟弱野菜の産地として県内有数の出荷量を擁し、都市近郊農業の拠点として発展してきた集落である。今

般、被災地域農業復興総合支援事業により施設野菜農業に取り組む団体がこれまでの１団体（ハウス 144棟）

からもう１団体増え（ハウス150 棟）２団体となり、さらに、個人での農業再開の動きも出てきており、安全・

安心な営農環境の整備が求められているところでもある。 

また、整備予定地区は、貞山運河により陸地が分断されているため、地震等により橋りょうが落下した場合

は孤立化が想定されるため地形的にも高台避難機能を有した公園整備が必要となる。当該地区は、防災集団移

転事業により買い取りした土地が集積しており、最小限の用地取得により整備用地の確保が容易で跡地利用も

行いやすい場所であり効率的な事業実施が見込まれる状況にある。 

なお、本事業で整備する防災公園は、今後、市の地域防災計画に一時避難地として位置付け、周知徹底を図

るべく計画している。 

公園種別：近隣公園 

当面の事業概要 

 

＜平成２５年度＞ 

 測量設計費（広浦）1,300 千円 

＜平成２６年度＞  

測量設計費及び造成費・公園整備費（広浦）70,511 千円 

測量設計費及び造成費（広浦）2,053 千円【今回申請分】 

測量設計費及び造成費・公園整備費（北釜）120,647 千円【今回申請分】 

※広浦分については、事業の繰越し等によりH26.4 月に行われる消費税率の見直しに伴う増額分を計上する。 

＜平成２７年度＞ 

 公園整備費（広浦）98,348 千円 

 公園整備費（北釜）57,250 千円 

 

東日本大震災の被害との関係 

 整備予定区域は災害危険区域であり、地区内居住者はいないものの、復興交付金を活用し市内最大のパ

イプハウス団地の整備を行なう計画であり、また、ハマボウフウの再生プロジェクトなどに長期的に取り

組んでいく計画であり、産業復興及び環境再生の視点からも、逃げ遅れ対策が必要不可欠と捉えている。 

関連する災害復旧事業の概要 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 



 

（様式１－３） 

名取市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２６年３月時点 

NO. 55 事業名 防災公園整備事業（下増田地区（用地取得）） 事業番号 D-22-4 

交付団体 名取市 事業実施主体（直接/間接） 名取市（直接） 

総交付対象事業費 71,027（千円） 全体事業費 71,027（千円） 

事業概要 

 

防災集団移転促進事業の移転跡地を活用し、第２次防御ライン以東の下増田地区の海浜エリアに津波襲来時

に避難が遅れた者の生命を守るため、一時的避難が可能となる避難丘１基を有する防災公園の整備を計画して

きたが、第７回で事業採択を受けた下増田広浦地区に加え、今回、下増田北釜地区に防災公園を追加整備を行

なうべく係る事業費を申請するものである。 

防災公園の事業区域として 3.4ha を計画しているが、防災集団移転事業の移転跡地以外の 7,312 ㎡を公園用

地として取得するもの。 

なお、本事業で整備する防災公園は、今後市の地域防災計画に一時避難地として位置付けを行う予定。 

 

想定避難者（北釜地区）：農業従事者、空港利用者駐車場利用者及び従業員等 

公園種別：近隣公園 

 

当面の事業概要 

＜平成 26 年度＞ 

・用地取得：55,035 千円（北釜地区） 

※ 上記のほか、第 7回の復興交付金事業計画に、広浦地区分として 15,991 千円（H25：2,000 千円、H26：

13,991 千円）の事業費を計上している。 

東日本大震災の被害との関係 

 整備予定区域は災害危険区域であり地区内居住者ないものの、復興交付金を活用し市内最大のパイプハ

ウス団地の整備を行なう計画であり、なおかつ、再開した空港駐車場の関係者の利用がいること、また、

地理的・地形的にも逃げ遅れ対策が必要である。 

関連する災害復旧事業の概要 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（様式１－３） 

名取市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２６年３月時点 

NO. 56 事業名 閖上地区災害公営住宅整備事業（土地区画整理区域内） 事業番号 D-4-2 

交付団体 名取市 事業実施主体（直接/間接） 名取市（直接） 

総交付対象事業費 2,489,003（千円） 全体事業費 13,449,383（千円） 

事業概要 

 

東日本大震災によって家屋が全壊･流失し、住宅再建が困難な被災市民の支援のため、閖上地区に災害公営

住宅を整備し、住居の確保を図る。 

整備戸数 N=502 戸（戸建：251 戸、集合：251 戸） 

 

※土地区画整理事業の事業認可後に、計画人口算定の基礎となる住民意向調査の誤集計が判明し、市の再

集計後の土地区画整理事業の対象人数が概算で 2,150 人規模となった。これに伴い、土地区画整理事業区

域内の災害公営住宅についても、当初の計画（Ｎ＝560 戸（戸建 230 戸、集合 230 戸）から整備戸数を削減

して今回申請することとした。 

 

《名取市震災復興計画：Ｐ３１》 

施策の方向：恒久的な住宅への移行支援の中で、災害公営住宅の整備を位置づけている。 

 

当面の事業概要  

＜平成 26 年度＞ 

・調査設計費：486,933 千円、用地取得：2,002,070 千円 

＜平成 27 年度＞ 

・建築工事費（戸建）：4,342,480 千円 

＜平成 28 年度＞ 

・建築工事費（集合）：5,171,162 千円 

・外構等工事費：1,446,738 千円 

東日本大震災の被害との関係 

津波により家屋が全壊・流出した被災市民に災害公営住宅を整備し、住居の確保を図る。 

 

関連する災害復旧事業の概要 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 

 

 

 



 

（様式１－３） 

名取市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２６年３月時点 

NO. 57 事業名 閖上地区災害公営住宅整備事業（土地区画整理区域外） 事業番号 D-4-3 

交付団体 名取市 事業実施主体（直接/間接） 名取市（直接） 

総交付対象事業費 947,780（千円） 全体事業費 2,928,635（千円） 

事業概要 

 

東日本大震災によって家屋が全壊･流失し、住宅再建が困難な被災市民の支援、特に震災津波被害によって精

神的なダメージ等により閖上地区（土地区画整理事業区域内）での再建が困難な被災住民の為に、閖上地区（土

地区画整理事業区域外）に災害公営住宅を整備し、住居の確保を図る。整備戸数 N=100 戸（戸建：50 戸、集合：

50 戸） 

 

 

《名取市震災復興計画：Ｐ３１》 

施策の方向：恒久的な住宅への移行支援の中で、災害公営住宅の整備を位置づけている。 

 

 

当面の事業概要  

＜平成 26 年度＞ 

・用地費：189,600 千円、造成設計費：94,451 千円、造成費等：663,729 千円 

＜平成 27 年度＞ 

・建築設計費：141,625 千円、建築工事費（戸建）：824,000 千円 

＜平成 28 年度＞ 

・建築工事費（集合）：1,015,230 千円 

東日本大震災の被害との関係 

津波により家屋が全壊・流出した被災市民に災害公営住宅を整備し、住居の確保を図る。 

 

関連する災害復旧事業の概要 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（様式１－３） 

名取市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２６年３月時点 

NO. 58 事業名 閖上地区がけ地近接等危険住宅移転事業 事業番号 Ｄ-13-2 

交付団体 名取市 事業実施主体（直接/間接） 名取市（直接） 

総交付対象事業費 1,831,100（千円） 全体事業費 2,509,450（千円） 

事業概要 

 

津波により壊滅的な被害を受けた閖上地区東地区（1,463 戸、A=38.6ha）において、災害危険区域の指定に伴

い、がけ地近接等危険住宅移転事業による住宅再建助成費や移転費等の助成を行う。 

対象戸数 N=707 戸（内アパート等賃貸希望：262 戸） 

 

※当初は、閖上地区全体で現地再建を目指すとの考えのもと、防災集団移転促進事業は計画して折らず、

災害危険区域の指定を予定していなかった。しかしながら、住民意向調査の結果、現地再建希望の住民が

想定より少ないことを踏まえ、防災集団移転促進事業を実施することとし、貞山運河東側を災害危険区域

に指定することとした。災害危険区域内の住民の中には、防集の移転先以外に自力で住宅を再建しようと

する者がおり、それらの住民を対象に、がけ地近接等危険住宅移転事業を実施するもの。さらに、住民意

向再調査の結果、土地区画整理事業の規模を縮小することとし、これに伴い、貞山運河西側の一部を災害

危険区域に追加した。 

 

《名取市震災復興計画：Ｐ３３》 

施策の方向：復興を支え元気を育てる土地利用の推進の中で、閖上・下増田のまちの復興に向けた事業の推

進を位置づけている。特に、閖上と下増田のまち再生プロジェクトに位置づけしている。 

 

 

当面の事業概要 

＜平成 25 年度＞ 

・建物助成費：156,900 千円、除却費等：30,000 千円 

＜平成 26 年度＞ 

・建物助成費：1,516,700 千円、除却費等：127,500 千円 

＜平成 27 年度＞ 

・建物助成費：653,750 千円、除却費等：54,600 千円 

東日本大震災の被害との関係 

津波により壊滅的な被害を受けた閖上地区において、新しいまちづくり計画に合わせ災害危険地区の指定

を予定している貞山運河東側を中心とする地区(A=38.6ha)についてがけ地近接等危険住宅移転事業を実

施する。 

関連する災害復旧事業の概要 

・閖上漁港復旧事業 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 



 

（様式１－３） 

名取市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２６年３月時点 

NO. 59 事業名 閖上地区防災集団移転促進事業（事業費） 事業番号 Ｄ-23-4 

交付団体 名取市 事業実施主体（直接/間接） 名取市（直接） 

総交付対象事業費 10,985,550（千円） 全体事業費 11,531,050（千円） 

事業概要 

 

津波により壊滅的な被害を受けた閖上地区（1,463 戸、A=38.6ha）において、防災集団移転事業を行い、

被災市民の居住地の確保を図る。  

対象戸数 N=1,463 戸，移転先団地 A=4.0ha、移転促進区域 A=38.6ha 

 

※当初は、閖上地区全体で現地再建を目指すとの考えのもと、防災集団移転促進事業は計画していなかっ

た。しかしながら、住民意向調査の結果、現地再建の希望の住民が想定より少ないことを踏まえ、防災集

団移転促進事業を実施することとした。さらに、土地区画整理事業の当初計画では、現在の防災集団移転

促進事業の移転元も含めた地域を事業区域としていたが、住民意向再調査の結果、土地区画整理事業の規

模を縮小することとし、それに伴い、貞山運河西側の一部を防災集団移転促進事業の移転元に加えること

とした。 

 

《名取市震災復興計画：Ｐ３３》 

施策の方向：復興を支え元気を育てる土地利用の推進の中で、閖上・下増田のまちの復興に向けた事業

の推進を位置づけている。 

特に、閖上と下増田のまち再生プロジェクトに位置づけしている。 

 

 

当面の事業概要 

＜平成 26 年度＞ 

・用地補償費：10,985,550 千円 

＜平成 27 年度＞ 

・公共施設整備費：61,800 千円  

＜平成 28 年度＞ 

・移転･住宅助成費等：417,100 千円 

＜平成 29 年度＞ 

・移転･住宅助成費等：66,600 千円 

 

東日本大震災の被害との関係 

津波により壊滅的な被害を受けた閖上地区において、新しいまちづくり計画に合わせ災害危険地区の指定

を予定している貞山運河東側を中心とする地区(A=38.6ha)について防災集団移転促進事業を実施する。 

関連する災害復旧事業の概要 

・閖上漁港復旧事業 

 

 

 

 

 


